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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 10月 14日 (2005.10.14)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】 　 周 囲 が 外 枠 で 覆 わ れ て お り 、 そ の 外 枠 の 内 側 に 、 遊 技 盤 を 嵌 め 込 ん だ
金 属 製 の ミ ド ル 枠 が 設 置 さ れ て い る と と も に 、 そ の ミ ド ル 枠 の 後 方 に 、 合 成 樹 脂 製 の 機 構
板 が 設 置 さ れ た パ チ ン コ 機 で あ っ て 、
　 ホ ー ル か ら 供 給 さ れ た 遊 技 球 を 貯 留 す る 遊 技 球 タ ン ク が 、 少 な く と も 一 部 を 前 記 ミ ド ル
枠 に 係 止 さ せ た 状 態 で 、 前 記 機 構 板 の 上 部 に 設 置 さ れ て い る 一 方 、
　 前 記 遊 技 球 タ ン ク が 、 遊 技 球 貯 留 部 に 遊 技 球 通 路 部 を 連 設 し た も の で あ る と と も に 、 そ
の 遊 技 球 通 路 部 に 、 揺 動 自 在 な 球 な ら し 部 材 を 別 個 に 設 け た も の で あ る こ と を 特 徴 と す る
パ チ ン コ 機 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】 　 ミ ド ル 枠 に 嵌 合 部 が 設 け ら れ て お り 、 遊 技 球 タ ン ク の 片 端 に 嵌 合 突 起
が 設 け ら れ て い る と と も に 、
　 遊 技 球 タ ン ク が 、 嵌 合 突 起 を ミ ド ル 枠 の 嵌 合 部 に 嵌 合 さ せ た 状 態 で 、 機 構 板 の 上 部 に 設
置 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の パ チ ン コ 機 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ０ ５ 】
　 　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 か か る 本 発 明 の う ち 、 請 求 項 １ に 記 載 さ れ た 発 明 の 構 成 は 、 周 囲 が 外 枠 で 覆 わ れ て お り
、 そ の 外 枠 の 内 側 に 、 遊 技 盤 を 嵌 め 込 ん だ 金 属 製 の ミ ド ル 枠 が 設 置 さ れ て い る と と も に 、
そ の ミ ド ル 枠 の 後 方 に 、 合 成 樹 脂 製 の 機 構 板 が 設 置 さ れ た パ チ ン コ 機 で あ っ て 、 ホ ー ル か
ら 供 給 さ れ た 遊 技 球 を 貯 留 す る 遊 技 球 タ ン ク が 、 少 な く と も 一 部 を 前 記 ミ ド ル 枠 に 係 止 さ
せ た 状 態 で 、 前 記 機 構 板 の 上 部 に 設 置 さ れ て い る 一 方 、 前 記 遊 技 球 タ ン ク が 、 遊 技 球 貯 留
部 に 遊 技 球 通 路 部 を 連 設 し た も の で あ る と と も に 、 そ の 遊 技 球 通 路 部 に 、 揺 動 自 在 な 球 な
ら し 部 材 を 別 個 に 設 け た も の で あ る こ と に あ る 。
　 ま た 、 請 求 項 ２ に 記 載 さ れ た 発 明 の 構 成 は 、 請 求 項 １ に 記 載 さ れ た 発 明 に お い て 、 ミ ド
ル 枠 に 嵌 合 部 が 設 け ら れ て お り 、 遊 技 球 タ ン ク の 片 端 に 嵌 合 突 起 が 設 け ら れ て い る と と も



に 、 遊 技 球 タ ン ク が 、 嵌 合 突 起 を ミ ド ル 枠 の 嵌 合 部 に 嵌 合 さ せ た 状 態 で 、 機 構 板 の 上 部 に
設 置 さ れ て い る こ と に あ る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ２ ８ 】
　 　 【 発 明 の 効 果 】
　 請 求 項 １ に 記 載 さ れ た パ チ ン コ 機 は 、 遊 技 球 を 貯 留 す る 遊 技 球 タ ン ク が 、 少 な く と も 一
部 を ミ ド ル 枠 に 係 止 さ せ た 状 態 で 、 機 構 板 の 上 部 に 設 置 さ れ て い る の で 、 遊 技 球 タ ン ク の
設 置 強 度 が 高 く 、 遊 技 球 タ ン ク の 設 置 部 位 が 損 傷 し た り し な い 。
　 ま た 、 遊 技 球 タ ン ク が 、 遊 技 球 貯 留 部 に 遊 技 球 通 路 部 を 連 設 し た も の で あ る と と も に 、
そ の 遊 技 球 通 路 部 に 、 揺 動 自 在 な 球 な ら し 部 材 を 別 個 に 設 け た も の で あ り 、 球 な ら し 部 材
が 遊 技 球 通 路 部 と 別 個 に 振 動 す る た め 、 き わ め て 効 果 的 に 、 遊 技 球 通 路 部 内 に お け る 遊 技
球 の 凝 集 を 防 止 し 、 遊 技 球 タ ン ク 内 の 遊 技 球 を ス ム ー ズ に 遊 技 球 払 出 装 置 へ 送 出 す る こ と
が で き る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ３ ０
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
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